平成２０年度第９回部長会（概要報告）
・日  時　　平成２０年１０月９日（木）午前９時３０分～

・場　所　　八尾市役所庁議室
・出席者　  市長・副市長・教育長・水道事業管理者・各部局長
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市長あいさつ

　みなさんおはようございます。

最近の新聞やテレビなどを見ますと、世界経済が非常に不安定な状況にあると報道されております。それらの影響により八尾の税収の落ち込みが予想され、非常に心配しているところです。

　八尾市が基礎自治体として、きちんと行政運営をできるように、頑張っていかなければならないと改めて思っています。

　さて、９月定例会は１０月１日に全ての議案を可決いただいた。しかし、議員の皆さん方からは、行政内部の意思疎通が不充分だというご指摘いただいた。全ての部局それぞれに色々な思いはあるでしょうが、オール八尾という観点で、意思疎通についてもしっかりと連携を図っていただきたい。

　先月を振り返ってみますと、築留土地改良区の総会に出席しましたが、本改良区は、八尾、柏原そして東大阪の三市にまたがっており、その管理をきちんと対応していかなければならないと思っています。おそらく築留土地改良区だけでの対応は困難であると思いますので、三市が連携をしながら、河川についての対応をお願いしたい。

　また、南久宝寺の管理地についても、色々な現場をご案内いただき、何か有効利用できないかと考えております。

　それから、債権管理課から報告を受け、市税を含めた債権管理についても、これから具体的に行動に入っていくと思います。国民健康保険で約２８億円、市税で約１５億円、そして全体では約５３億円もの債権があります。これらについて、公平性の立場から、きちんと納付をしていただかなければならないと考えております。それぞれ事情もあるとは思いますが、しっかりと相談に応じながら、それでも公平性の観点から、引き続きよろしくお願いしておきます。

　昨日、近畿市長会に出席しました。私は近畿市長会都市問題調査特別委員会に所属しており、調査研究テーマが「地方分権による広域行政のあり方」になりました。ただ、大阪府下のような大都市圏における広域行政のあり方と近畿全体の広域行政のあり方とは若干違うのではないかと考えています。この委員会の中で、多くの地域では、合併で施設が重複をしているというような問題があり、大きく財政負担として、のしかかっている、そして、それが解消できていないというような話もありました。八尾における広域行政というと、近隣市との施設の相互利用や、本日の新聞で、公立病院改革に関する指針案を大阪府がまとめ、それに対する府民のご意見を求めていくという中で、八尾、東大阪、柏原三市の医療圏における診療科目や病状期別で近隣病院との役割分担を果たすというようなことが掲載されていましたが、そういった医療圏をどう守っていくか、公立病院としてどう考えていかなければならないのかといった広域行政における観点を考えていきたいと思いますし、それぞれの市で連携できるところはたくさんあるのではないかとも思っています。この委員会には、大阪府市長会のメンバーも、会長である池田市の倉田市長を含め、数人参加をされておられまして、例えば介護保険制度が大阪府で一元化できるのであれば国保も一元化できるのではないかというようなことも、大胆に今後の市長会の中で話をしていこうではないかということを意見交換しました。

　八尾市の学力テストの公表の件が、本日の新聞でも取り上げられていました。結果が公表されるということは、教育委員会として一定の判断をしていただいたわけですが、今後、単に数字だけが、一人歩きしては困るという思いがあります。大阪が抱えている子どもたちの現状、また、八尾の抱えている現状をしっかり把握しながら、それに対して対策を行っていくということが大切です。大阪府知事は公表しないという市には予算を削るなどとおっしゃっていましたが、それは本末転倒ではないかと思います。やはり本当に教育環境を整備しなければならないところなど、必要なところに必要な財源を配分するのが基本的なスタンスで予算組みをしていかなければならないし、しんどいところに力を入れていくというスタンスで頑張っていきたいと思っています。この社会に出て行くための生きる力をつけるということが大事であると感じています。

　それからもう一点として、昨日、来年度予算における庁議を行いました。先ほども申し上げましたように、株価の大幅な落ち込みや厳しい経済情勢など非常に変化の激しい中、昨年以来行財政改革を継続しているわけですが、その行財政効果をはるかに上回る税収の落ち込みや交付金の減額が予測されています。

　昨年度は１８億円弱の基金を取り崩したが、来年度は約４０億円を崩さなければならないと思っている。１９年度末の基金残高は約８８億円ですので、来年４０億円を使うと、再来年には基金が枯渇するという状況になる可能性もあると考えているので、現年度の執行中の予算も「１円たりとも無駄にしない」という思いで、厳しくチェックをしながら執行するとともに。全職員の皆さんが、そういう認識の元、対応していくようお願いしたい。

　また、これからの報告にあると思うが、タウンミーティングがいよいよ実施されます。私自身も市民の皆さんと積極的に意見を交換していきたいと考えています。そして市政にご理解をいただいて、ご協力もいただければと考えています。職員の皆さん方で、近場のところで一回のぞきに行こうということで、参加していただいても結構ですので、ぜひ多くの皆さん方の参加をお待ちしています。

　１０月はスポーツの秋ということで、市内では市民スポーツ祭等が開催されています。先日は職員ソフトボール大会を見学し、代打で出場いたしましたが、こうして職員の皆さんがスポーツに親しむということは非常にいいことであると思います。

　この後も決算委員会、そして１２月定例会と、年末まで走ることとなり、職員の皆さん方には大変なご苦労をかけるが、引き続きよろしくお願いしたい。
 eq \o\ad(案件,　　　　)
1 「八尾市の未来を語るタウンミーティング」について
  政策推進担当部長

　　　前回の部長会にて、タウンミーティングの実施について説明したが、地域との調整のなかで、できるかぎり開催する校区に住まいの市民の皆様に参加していただきたいと考えていることから、開催時期と開催単位について、柔軟に対応していく。開催時期については、明年１月末までとしていたのを年度末に、開催単位は、中学校区を基本としながら、地域の実情に応じて小学校区での開催を可能とし、調整している。

具体的な日程については、決まり次第各部局長に連絡をさせていただくので、職員応援についても協力の程、よろしくお願いする。

２点目は、タウンミーティングでは、各地域において、さまざまな意見や質問が行なわれると想定している。当日の意見交換を円滑に行なうために、各部局で把握している地域課題や意見、特に、タウンミーティングの場面で話題になりやすいと考えられる内容について、あらかじめ把握・共有しておきたいと考えているので、提供いただくようお願いする。

別紙、資料は、提供いただく際の様式であり、各部局にて、該当事項がある場合は、今月末までに、メールにて総合計画策定プロジェクトチームまで送付いただくようお願いする。

2  審議会等の委員選任について　　　　　　　　　　
  政策推進担当部長


審議会等の運営については、「審議会等の設置等に関する要綱」及び「審議会等の運営について（依命通知）」等に基づき、取り組んでいるところである。

委員選任については、来年度に向け、改選等の人選が進められる時期であることから、同要綱等に基づき、適切に取り組んでいただくようお願いする。

特に、委員選任の４機関を超える重複や、１０年以上の選任等については、同要綱第５条に規定する審議会等の委員の選任の規定に基づき、十分配慮の上取り組みをお願いする。　
参考として、「審議会等の設置等に関する要綱」第５条を抜粋して示しているので、参照いただくようお願いする。

3  平成20年度国際交流事業（今後の予定）について　
  人権文化ふれあい部長
　　平成20年度の国際交流事業の今後の予定について報告する。　

　　はじめに本市の姉妹・友好都市との国際交流事業については、６月５日に開会された部長会で報告したが、その時点で、未定であった嘉定区からの訪問団の受入日程が決ったので、今後の国際交流事業の予定とあわせて報告させていただく。

手元配布の資料「平成２０年度　国際交流事業（今後の予定）」を参照願う。

まず、本市の友好都市である中華人民共和国上海市嘉定区との交流である。
本市からの今後の派遣としては、「八尾市友好訪問団」「八尾市青少年交流団」の２つの派遣事業を予定している。

はじめに「八尾市友好訪問団派遣」について、１０月１４日から、市議会から西川議長をはじめ、竹田議員、益田議員、小林議員、平田議員の５名と随行として市議会事務局から植野次長、市からは、団長として山本副市長と田中部長の２名、合わせて８名の団員を派遣する予定である。
次に、２番目の「八尾市青少年交流団派遣」について、本年度は、１１月１９日から２２日まで本市から久宝寺中学校の福岡校長を団長に、教育委員会から吉岡教育サポートセンター所長、公募の中学生９名、国際交流センター職員１名の１２名を派遣する予定である。

次に、嘉定区からの今後の受入事業であるが、受入については、「嘉定区医療交流団」、「嘉定区交換職員」「嘉定区青少年交流団」、「嘉定区幹部職員訪問団」の４つの受入事業を予定している。
まず、「嘉定区医療交流団受入」について、隔年で医療関係者の派遣・受入を行っており、本年度は、１０月２０日から２３日まで嘉定区から楊 波（ようは）団長以下５名の受入を行い、市立病院の視察や医療分野の意見交換等を行う予定である。
次に嘉定区からの交換職員の受入であるが、隔年で職員１名の派遣・受入を行っており、本年度は、１１月６日から１１月１３日までの８日間の受入を行うものである。

次に「嘉定区青少年交流団受入」について、本年度は、１１月１０日から１３日まで教員２名、中学生１０名の１２名を受入し、本市の学校等の視察、中学生との交流を予定している。

次に「嘉定区幹部職員訪問団受入」について、本年度は、１１月２６日から２８日まで嘉定区から毛 長紅（もう　ちょうこう）団長以下５名の受入を行い、市内施設の視察や関係分野での意見交換等を行う予定である。

次に、本市の姉妹都市であるアメリカ合衆国ワシントン州ベルビュー市との交流について説明する。ベルビュー市との今後の交流事業としては、「ベルビュー市教育視察団受入」を予定している。本事業は、シアトル市に進出している日本企業で構成された団体の主催によって､ベルビュー市教育委員会の視察団を日本に派遣する事業である。

本年も１１月１１日から１２日まで来市され、市内の学校を視察いただく予定である。
　　国際国流の推進に向け、各事業実施に際しては、関係各所属において、協力いただくようよろしくお願いする。
4　その他案件

（1）平成２０年度組織機構改革の検証について
　　　　　政策推進担当部長


　　　平成２０年度組織機構改革の実施から約半年を経過したことに伴い、組織機構改革後の課題等を把握するため、調査を行う。

なお、詳細については、後日担当より照会させていただくのでよろしくお願いする。

（2）平成20年度防災訓練参加のお礼、及び地域防災計画の見直し等について　　　総務部長


　　９月１４日（日）に長池小学校で開催した平成２０年度八尾市防災訓練については、公務多忙の中にも関わらず、各部局長の出席をいただくとともに、当日、各部局より応援職員の皆さん方に大変ご苦労をおかけした。心よりお礼申し上げる。
お蔭をもって、事故もなく、訓練を無事終了することができ、訓練を通じて、地域や関係機関等との連携体制や、住民への防災意識の普及啓発など、所期の目的を達成できたものと考えている。

当日の訓練内容及び参加状況については、配布資料のとおり、地域住民約６００名、訓練に協力をいただいた関係機関や団体の方々を含め、全体で、約９００名の方々に参加いただいたところである。

今年の訓練会場については、例年と比べ、会場スペースが小さいこともあったが、起震車による震度６強の地震体験をはじめ、地域住民によるバケツリレーや救出消火訓練など、出来るかぎり体験型で、実践いただく訓練内容の工夫に努めた。

また、企画・立案段階から協力をいただいた関係部局に対して、この場をお借りし、あらためてお礼を申し上げる。
次に、今年度に入って、ゲリラ豪雨など短時間に、しかも局地的に、記録的な大雨が降り、河川の氾濫や、住宅の浸水等による大規模な被害が全国各地で発生している。

本市においても、大雨や台風による被害を最小限に抑えるため、配付資料のとおり、本年４月以降、大雨洪水等の警報発令時には、関係部長による警戒体制会議を開催し、これまで１７回に及ぶ職員の警戒体制配備に取り組んでいるので、改めて報告するとともに、今後とも状況に応じ、全庁的に協力を賜るようお願いする。
次に、地域防災計画の改訂について、災害対策基本法に基づき、地域の災害予防や災害応急対策、災害復旧等に関して、市や関係機関の処理すべき業務等を定めている八尾市地域防災計画については、今年度、計画の見直しを実施することとなっており、現在鋭意作業を進めているところである。

今回の主な改訂内容としては、水防法や土砂災害防止法など関係法令の改正に伴う事項、東南海・南海地震などの被害想定の見直し等を実施するものである。

計画の見直しにあたり、今月下旬頃から、庁内部局に計画素案に対する意見照会をさせていただきたいと考えている。

なお、今後のスケジュールについては、１１月下旬頃からパブリックコメントを実施し、その後、八尾市防災会議で計画案を確定し、大阪府との本協議を経て、２１年３月に計画策定を完了する予定である。

各部局長においては、引き続き、防災活動の総合的かつ効果的な実施に資するため、当計画素案に対する意見照会に協力を賜るようお願いする。
（3）随意契約の公表について　　
　　　　　　　　　総務部長

随意契約の公表については、今月末までに市のホームページへの掲載と情報公開室への配架を行うこととなっている。本件については、９月市議会定例会の議会運営委員会後の各派代表者会議へも報告しており、また本会議での個人質問もあったところである。

遺漏のないよう再度、確認・指示等していただくことをお願いする。

（4） 個人情報保護に対する危機管理意識の再徹底について  総務部長

各部局長の皆様も承知のとおり、過日、学校園で個人情報の盗難事象が発生したことを受け、再度、副市長の依命通知が出され、全庁での個人情報の管理の徹底について指示が出されたところである。

市が所有している個人情報については、円滑な市政運営を行うにあたり、市民から信頼をいただく中で、預かっている訳であるが、それを守るルールをきちんと担保するため、本市では国の法整備に先駆けて、条例を早期に整備し、市の制度として、必要な事項を定めているところである。

その後、平成１７年４月に個人情報保護法が全面施行された以後、市民の関心も増しており、個人情報の取扱い不備については、市民対応に加えて、議会等での対外的な場での説明責任も、さらに求められていくものと考えている。　

そうした経過も踏まえ、従前から各部局においては、個人情報の取扱いについて、保護するための取り組みを、鋭意、進めていただいているが、再度、組織的な日々の管理体制の点検強化はもとより、職員個々の危機管理意識レベルの更なる高揚に向けて、改めて部局内での周知徹底をお願いしたいと考えている。

なお、全庁的な再発防止に向けた取り組みとして、昨年度に引き続き、「個人情報保護に関する研修会」を開催するとともに、全職場共通で行う啓発手法の検討を総務部で予定しているので、その点もあわせて、報告させていただく。

（5）
課長補佐昇任考査について
　　　　　　　　　人事担当部長

　 　今年度から、課長補佐昇任考査については、職員の人材育成を目的とし、様々な改善を試みている。先に通知している課長補佐昇任考査の所属長内申についても、今年度から、受験者の自己評価を加えることにしている。

従前の内申は、評価基準について、所属長及び部局長限りで評価をお願いしていたが、職責として求められる行動を日常業務においてどの程度できているか、まず、受験者自身が評価を行い、本人評価を踏まえて、所属長及び部局長が評価を行っていただく方法に変更することで進めている。

自己評価を踏まえた評価は、管理職で導入している人事評価や監督職昇任考査の所属長内申でも導入されており、評価基準を示すことにより、受験者が自分の行動を客観的に考える機会とするとともに、職員の人材育成につながるものと考えている。

従来の内申書に変わる新しい内申書の提出については、各所属長への依頼を、従前どおり１０月２０日頃に所属部長を通じて行い、本人、１次評価者の記入後、部局長にて総合的な２次評価を行っていただく。提出期限は１１月２０日頃を予定している。

なお、所属長評価は、昇任考査に伴うものであり、全面的な開示は現段階では考えていないが、公正・公平な評価に努めていただくようお願いする。

各部局長におかれては、各所属長に対し、課長補佐昇任考査の内申書の内容について、変更の趣旨を十分に周知していただき、組織を担う管理職を育てる観点から、適正な評価と指導についての理解をお願いする。

（6）
親切・丁寧な応対強化週間について　
　　　　　人事担当部長


親切・丁寧な市役所づくりをすすめるにあたり、窓口応対の視点から親切・丁寧な市役所を考え、実践するきっかけとして、「親切・丁寧な応対強化週間」を実施する。

この取り組みにより、

①職員個人・組織の応対能力の向上と市民の応対に関する満足度の向上を図る。

②市役所のイメージアップを図る。

③職員のやりがいの向上と意識の改革を図りたいと考えています。

特に今年度は、９月１１日・１２日実施した、窓口応対研修及び、新規採用職員中期研修の「ふれあいアンケート」調査と、強化週間の３つを連動した取り組みをしている。

「親切・丁寧な応対強化週間」の期間は、１０月２０日（月）～１１月２日（日）の２週間で実施する。

１０月１日付けで各所属長には、応対強化週間実施に関する通知と、積極的な取り組みへの参加について依頼しているが、この取り組みを通じて、全職員が市民応対の重要性を再認識し、市民満足度の向上を常に考える組織風土を醸成する契機にするとともに、市民の皆様が満足できる応対をすることにより、職員自身のやりがいに繋がるものと考えている。

あくまで、窓口応対の視点からとらえた、親切・丁寧な市役所づくりの取り組みであるが、この取り組みを人材育成のひとつのチャンスとしてとらえて、改めて各部局長から各課長を通じて所管職員に、この取り組みを積極的に活用して、人材の育成をすすめるよう、指導いただくことをお願いする。

（7）
給与等の適正化について
　　　　　　　　　　　　　人事担当部長


（8）
ビジネスマッチング博2008開場式の出席について
　経済環境部長















